
あいちゃん通信 

 
 

令和５年度労働保険の年度更新の注意点

～例年の算定方法と異なります  

 

◆労働保険の年度更新とは  

労働保険の保険料は、毎年４月１日から

翌年３月 31 日までの１年間（保険年度）

を単位として計算されることになってお

り、その額はすべての労働者（雇用保険に

ついては、被保険者）に支払われる賃金の

総額に、その事業ごとに定められた保険料

率を乗じて算定することになっています。 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保

険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確

定したあとに精算することになっている

ため、事業主は、前年度の保険料を精算す

るための確定保険料の申告・納付と新年度

の概算保険料を納付するための申告・納付

の手続きが必要となります。これが「年度

更新」の手続きです。  

この手続きは、毎年６月１日～７月 10

日に行わなければなりません。  

◆令和５年度の注意点  

令和４年度の雇用保険率が年度の途中

で変更になったため、令和４年度確定保険

料の算定において、一元適用事業および二

元適用事業（雇用保険）の場合は、保険料

算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇

用保険分ごとに、前期（令和４年４月１日

～同年９月 30 日）と後期（令和４年 10

月１日～令和５年３月 31 日）に分けて算

出する必要があります。  

これに伴い、令和５年度の年度更新につ

いて、年度更新申告書と確定保険料一般拠

出金算定基礎賃金集計表の様式が変更さ

れているので、注意が必要です。  

 なお、二元適用事業（労災保険）の場合

は、令和４年度の確定保険料の算定方法は

例年と変更ありません。  

 また、一般拠出金および特別加入保険料

の算定方法についても例年と変更ありま

せん。  

【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお

知らせ」】  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu

ite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/h

oken/roudouhoken21/index.html 

 

令和６年４月から労働条件明示ルー

ルが改正されます  

 

◆労働条件明示事項が追加に  

 労働基準法施行規則等の改正により、令

和６年４月から労働条件明示のルールが

変わります。具体的には、労働契約の締

結・更新のタイミングの労働条件明示事項

が追加されます。明示が必要なタイミング

ごとに、新しく追加される明示事項を見て

みましょう。  

１  すべての労働契約の締結時と有期労

働契約の更新時  

 →明示事項①：就業場所・業務の変更の

範囲  

２  有期労働契約の締結時と更新時  

 →明示事項②：更新上限（通算契約期間

または更新回数の上限）の有無と内容  

 ※あわせて、最初の労働契約の締結より

後に更新上限を新設・短縮する場合は、
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その理由を労働者にあらかじめ説明

することが必要になります。  

３  無期転換ルールに基づく無期転換申

込権が発生する契約の更新時  

 →明示事項③：無期転換申込機会、明示

事項④：無期転換後の労働条件  

 ※あわせて、無期転換後の労働条件を決

定するにあたって、就業の実態に応じ

て、正社員等とのバランスを考慮した

事項について、有期契約労働者に説明

するよう努めなければならないこと

となります。  

◆労働条件通知書を見直しましょう  

 上記１については、すべての労働契約の

締結と有期労働契約の更新のタイミング

ごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務

の内容に加え、これらの「変更の範囲」に

ついても明示が必要になります。改正に適

応した労働条件通知書となるよう、書式を

見直しましょう。また、有期契約労働者に

ついては、上記２・３に基づき、会社の方

針を踏まえしっかりと説明する必要があ

ることに注意しましょう。労働条件通知書

の見直しについては、弊所へご相談くださ

い。  

【厚生労働省「労働条件明示改正リーフレ

ット」】  

https://www.mhlw.go.jp/content/11

200000/001080267.pdf 

 

令和５年度のキャリアアップ助成金

（正社員化コース）の概要  

 

◆キャリアアップ助成金（正社員化コー

ス）とは  

 キャリアアップ助成金は、有期雇用労働

者、短時間労働者、派遣労働者といったい

わゆる非正規雇用労働者の正社員化、処遇

改善の取組みを実施した事業主に対して

助成するものです。そのう

ちの正社員化コースは、非

正規雇用労働者を正社員

化することによって受給

できる助成金です。この助

成金の受給には、キャリア

アップ計画の作成や正社員に転換する制

度の就業規則への規定、正社員化後６か月

間の賃金が正社員化前６か月間の賃金と

比較して３％以上増額していることが必

要です。  

◆支給額は？  

 キャリアアップ助成金の令和５年度の

支給額は以下のとおりです（カッコ内は大

企業の額）。なお、生産性要件は廃止とな

りました。  

➀有期→正規：57 万円（42.75 万円）  

➁無期→正規：28.5 万円（21.375 万円） 

１年度１事業所あたり 20 人まで受給が

できます。また、以下の場合に支給額が加

算されます。  

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者と

して直接雇用した場合  

→28.5 万円（大企業も同額）  

・母子家庭の母等または父子家庭の父を正

規雇用労働者として直接雇用した場合  

➀有期→正規：9.5 万円（大企業も同額） 

➁無期→正規：4.75 万円（大企業も同額） 

・勤務地限定・職務限定・短時間正社員制

度を新たに規定し、当該雇用区分に転換

等をした場合  

→１事業所当たり１回のみ 9.5 万円

（7.125 万円）  

◆人材開発支援助成金との併用で加算  

さらに、本助成金と人材開発支援助成金

を併用すると助成金額が加算されます。人

材開発支援助成金は、事業主が雇用する労

働者に対して訓練を行った場合に、受講料

などの訓練経費や訓練期間中の賃金の一

部等を助成します。  

【厚生労働省リーフレット「キャリアアッ

プ助成金のご案内（概要）」】  

https://www.mhlw.go.jp/content/11

910500/001082763.pdf 

【厚生労働省リーフレット「「キャリアア

ップ助成金」を活用して従業員を正社員化

しませんか？」】  

https://www.mhlw.go.jp/content/11

910500/001082766.pdf 
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